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(57)【要約】
【課題】　ボリュームレンダリング画像内の対象ボリュ
ームを識別し且つ選択するためのシステム及び方法につ
いて開示している。
【解決手段】　一実施形態においては、本発明は、音響
データを収集し、収集された音響データから三次元（３
Ｄ）超音波画像を生成し、表示における超音波画像をレ
ンダリングし、音響データの選択された部分を修正し、
並びに、レンダリング超音波画像においてハイライト領
域のフォームに修正された音響データを表示し、ハイラ
イト領域は含まれるボリュームを規定する。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波画像において対象ボリュームを識別するシステムであって：
　音響データを収集する手段；
　収集された音響データから三次元（３Ｄ）超音波画像を生成する手段；
　表示装置において超音波画像をレンダリングする手段；
　音響データの選択された部分を修正する手段；及び
　レンダリング超音波画像におけるハイライト領域の形式で修正された音響データを表示
する手段であって、前記ハイライト領域は含まれるボリュームを規定する、手段；
　を有するシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムであって、前記音響データを修正する手段は音響データに関
連する利得を変える、システム。
【請求項３】
　請求項１に記載のシステムであって、前記音響データを修正する手段は音響データに関
連する色を変える、システム。
【請求項４】
　請求項１に記載のシステムであって、前記音響データを修正する手段は前記システムに
関連する受信信号を変える、システム。
【請求項５】
　請求項１に記載のシステムであって、前記音響データを修正する手段は前記システムに
関連する送信信号を変える、システム。
【請求項６】
　請求項１に記載のシステムであって、前記修正されたデータは前記含まれるボリューム
を規定する、システム。
【請求項７】
　請求項６に記載のシステムであって、含まれるデータのサブセットは前記ハイライト領
域の境界線上にある、ことを特徴とするシステム。
【請求項８】
　超音波画像において対象ボリュームを識別するシステムであって：
　音響データを収集する手段；
　収集された音響データから三次元（３Ｄ）超音波画像を生成する手段；
　表示装置における超音波画像をレンダリングする手段；
　レンダリングデータの選択された部分を修正する手段；及び
　レンダリング超音波画像においてハイライト領域の形式で修正されたレンダリングデー
タを表示する手段であって、ハイライト領域は含まれるボリュームを規定する、手段；
　を有するシステム。
【請求項９】
　請求項８に記載のシステムであって、前記レンダリングデータは複数のボクセルを有し
、前記レンダリングデータを修正する手段は：
　対象ボリュームを規定するように前記含まれるボリュームにおいて選択されたボクセル
の不透明度を変える装置；及び
　ハイライト領域を表示する三次元超音波画像を生成するようにレイキャスティング投影
を用いる装置；
　を有するシステム。
【請求項１０】
　超音波画像において対象ボリュームを識別する方法であって：
　音響データを収集する段階；
　収集された音響データから三次元（３Ｄ）超音波画像を生成する段階；
　表示装置における超音波画像をレンダリングする段階；
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　音響データの選択された部分を修正する段階；及び
　レンダリング超音波画像においてハイライト領域の形式で修正された音響データを表示
する段階であって、前記ハイライト領域は含まれるボリュームを規定する、段階；
　を有する方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法であって、前記音響データに関連する利得を変えるように前記
音響データを修正する段階を更に有する、方法。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の方法であって、前記音響データに関連する色を変えるように前記音
響データを修正する段階を更に有する、方法。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の方法であって、収集された音響データに関連する受信信号を変える
ように音響データを修正する段階を更に有する、方法。
【請求項１４】
　請求項１０に記載の方法であって、前記音響データを生成するように用いられる送信信
号を変えるように音響データを修正する段階を更に有する、方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の方法であって、前記修正されたデータは前記含まれるボリュームを
規定する、方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のシステムであって、含まれるデータのサブセットは前記ハイライト
領域の境界線上にある、方法。
【請求項１７】
　超音波画像において対象ボリュームを識別する方法であって：
　音響データを収集する段階；
　収集された音響データから三次元（３Ｄ）超音波画像を生成する段階；
　表示装置において前記三次元超音波画像をレンダリングする段階；
　レンダリングデータの選択された部分を修正する段階；及び
　レンダリング超音波画像においてハイライト領域の形式で修正されたレンダリングデー
タを表示する段階であって、前記ハイライト領域は含まれるボリュームを規定する、段階
；
　を有する方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の方法であって、前記レンダリングデータは複数のボクセルを有し、
前記レンダリングデータを修正する段階は：
　対象ボリュームを規定するように前記含まれるボリュームにおける選択されたボクセル
の不透明度を変える段階；及び
　前記ハイライト領域を表示する前記三次元超音波画像を生成するようにレイキャスティ
ング投影を用いる段階；
　を有する方法。
【請求項１９】
　超音波画像において対象ボリュームを識別するプログラムを有するコンピュータ読み取
り可能媒体であって、前記プログラムは：
　音響データを収集し；
　収集された音響データから三次元（３Ｄ）超音波画像を生成し；
　表示装置において前記三次元超音波画像をレンダリングし；
　前記音響データの選択された部分を修正し；そして
　レンダリング超音波画像においてハイライト領域の形式で修正された前記音響データを
表示し、前記ハイライト領域は含まれるボリュームを規定する；
　ロジックを有する、コンピュータ読み取り可能媒体。
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【請求項２０】
　請求項１９に記載のコンピュータ読み取り可能媒体であって、前記音響データに関連す
る利得を変えるように前記音響データを修正するロジックを更に有する、コンピュータ読
み取り可能媒体。
【請求項２１】
　請求項１９に記載のコンピュータ読み取り可能媒体であって、前記音響データに関連す
る色を変えるように前記音響データを修正するロジックを更に有する、コンピュータ読み
取り可能媒体。
【請求項２２】
　請求項１９に記載のコンピュータ読み取り可能媒体であって、収集された音響データに
関連する受信信号を変えるように前記音響データを修正するロジックを更に有する、コン
ピュータ読み取り可能媒体。
【請求項２３】
　請求項１９に記載のコンピュータ読み取り可能媒体であって、前記音響データを生成す
るように用いられる送信信号を変えるように前記音響データを修正するロジックを更に有
する、コンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項２４】
　請求項１９に記載のプログラムであって、修正されたデータは前記含まれるボリューム
を規定する、コンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項２５】
　請求項２４に記載のプログラムであって、含まれるデータのサブセットは前記ハイライ
ト領域の境界線上にある、ことを特徴とするプログラム。
【請求項２６】
　超音波画像において対象ボリュームを識別するプログラムを有するコンピュータ読み取
り可能媒体であって、前記プログラムは：
　音響データを収集し；
　収集された音響データから三次元（３Ｄ）超音波画像を生成し；
　表示装置において前記三次元超音波画像をレンダリングし；
　前記音響データの選択された部分を修正し；そして
　レンダリング超音波画像においてハイライト領域の形式で修正されたレンダリングデー
タを表示し、前記ハイライト領域は含まれるボリュームを規定する；
　ロジックを有する、コンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項２７】
　請求項２６に記載のコンピュータ読み取り可能媒体であって、前記レンダリングデータ
は複数のボクセルを有し、前記レンダリングデータを修正するロジックは：
　対象ボリュームを規定するように前記含まれるボリュームにおいて選択されたボクセル
の不透明度を変え；そして
　前記ハイライト領域を表示する三次元超音波画像を生成するようにレイキャスティング
投影を用いる；
　ロジックを更に有する、コンピュータ読み取り可能媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、超音波診断システムに関し、より詳細には、ボリュームレンダリン
グ画像内の対象ボリューム又はサブボリュームの識別に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波トランスデューサ及びイメージングシステムは、非侵襲性の医用診断画像形成の
ために特に有用であって、かなり長い期間利用可能である。超音波トランスデューサは、
一般に、圧電素子又はマイクロマシニング超音波トランスデューサ（ＭＵＴ：Ｍｉｃｒｏ
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－ｍａｃｈｉｎｅｄ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ）素子からなる。送
信モードで用いられるとき、トランスデューサ素子は電気パルスにより励起され、それに
応じて超音波エネルギーを放出する。受信モードで用いられるとき、トランスデューサ素
子に影響を与える音響エネルギーは受信信号に変換され、トランスデューサに関連する処
理回路に供給される。
【０００３】
　トランスデューサは、代表的には、処理エレクトロニクス、１つ又はそれ以上の入力装
置及び超音波画像をみることができる適切な表示装置を含む超音波画像形成システムに接
続される。処理エレクトロニクスは、代表的には、各々のトランスデューサ素子のための
適切な送信パルスそ生成するための送信ビームフォーマと、各々のトランスデューサ素子
から受信される受信信号を処理するための受信ビームフォーマと、超音波画像が表示装置
においてレンダリングされることを可能にするように受信ビームフォーマからデータを受
信し且つそのデータを変換する付加的な処理回路と、を含む。
【０００４】
　超音波トランスデューサは、代表的には、ハウジング内の関連するエレクトロニクスと
組み合わされている。そのアセンブリは、代表的には、超音波プローブと呼ばれる。代表
的には、超音波プローブは、単一素子からなる広い素子のアレイを有する一次元（１Ｄ）
プローブか又は複数の素子からなる広いアレイを有する二次元（２Ｄ）プローブのどちら
かに分類される。更に、“バイプレイン（ｂｉ－ｐｌａｎｅ）”プローブと呼ばれている
プローブは、交差するか又は交差しないで直交するように位置付けられる２つの１Ｄアレ
イを含む。“マトリクスプローブ”と呼ばれる比較的新しい２Ｄプローブは、各々の素子
が個別に制御可能であるように二次元に配列されたトランスデューサ素子を含み、結果的
に、二次元の状態で電子的に操作されることが可能である走査線が得られる。マトリクス
プローブの各々の範囲は、連続的な線形アレイが積み重ねられたものとみなすことができ
る。
【０００５】
　マトリクスプローブは、“密にサンプリングする”か又は“粗にサンプリングする”ア
パチャから構成されることが可能である。密にサンプリングされるアパチャにおいては、
全てのトランスデューサ素子は個別にアドレス可能且つ制御可能であり、全ての素子は連
続的である。粗にサンプリングされるアパチャにおいては、トランスデューサ素子の物理
的セットのサブセットはアドレスされ且つ制御され、又は、等価には、それらは全て連続
的でないように、一部の素子間の物理的ギャップのパターンが存在する。粗にサンプリン
グされる２Ｄアレイは、少ないシステム接続（少ないチャンネル）を可能にする一方、二
次元の状態で音響素子の分布を尚も得る。しかしながら、粗の２Ｄアレイの重大な問題点
は、走査ビーム形状を制御する能力がないことである。
【０００６】
　トランスデューサプローブ及び関連するエレクトロニクスの種類に拘らず、医療用超音
波画像形成システムは、一般に、超音波画像の表示装置にカーソルを映し出す。カーソル
は、ポイント、“Ｘ”字、クロスヘア、又はシステム制御又は視覚化を目的として例えば
対象となる解剖学的特徴を強調して超音波画像の特定の位置を識別するために超音波シス
テムのユーザが用いることができるインジケータの他の種類とすることが可能である。画
像の三次元ボリュームをレンダリングすることができる超音波画像形成システムは、一般
に、図１の画像２の走査平面４及び６のようなレンダリングされたボリュームにより描か
れるか又は画像の走査平面において描かれるかする参照ラインとして提供されるカーソル
を用いる。又は、三次元ボリュームレンダリングのための従来のカーソルの他の例は、レ
ンダリングボリュームに重ね合わされる錐台又は台形状のようなワイヤフレーム形状であ
る。そのようなカーソルが図２に示され、台形化されたワイヤフレームのフォームにある
二次元カーソル１４がレンダリング画像１２に重ね合わされる。これらのカーソルは、超
音波画像形成システムのユーザが表示されるべき三次元データの平面を選択する際に役立
つ。
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【０００７】
　残念ながら、既知の三次元レンダリングシステムにおいては、ユーザがレンダリングさ
れた画像における対象ボリュームを識別すること、又は表示する三次元データのサブボリ
ュームを選択することを可能にする能力に乏しい。例えば、重ね合わされた二次元カーソ
ルによって、ユーザが対象ボリューム又はサブボリュームを適切に表示することは可能で
はない。
【０００８】
　従って、走査している間に又は既に走査された画像をみる間にユーザが対象ボリューム
において選択されたデータをみることを可能にするカーソルを用いて、ユーザがレンダリ
ングされた画像における対象の三次元ボリュームを便利にして識別することを可能にする
超音波画像形成システムを実現することが求められている。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の実施形態は、超音波画像においてボリュームカーソルを提供するためのシステ
ム及び方法を含み、三次元（３Ｄ）超音波画像形成システムのユーザに提供する対象ボリ
ュームを識別するためのシステム及び方法を含む。本発明の一実施形態において、本発明
は音響データを収集し、収集された音響データから三次元（３Ｄ）超音波画像を構築し、
表示装置において超音波画像をレンダリングし、音響データの選択された部分を修正し、
そしてレンダリングされた超音波画像においてハイライト領域の形に修正された音響デー
タを表示する。
【００１０】
　本発明の他のシステム、方法、コンピュータ読み取り可能媒体、特徴及び優位点は、以
下、添付図を参照して詳述する実施形態において、当業者に明確になるであろう。そのよ
うな付加的なシステム、方法、特徴及び優位点は以下の説明に含まれ、本発明の適用範囲
内にあり、そして添付した請求項により保護されることを意図するものである。
【００１１】
　請求項において明確にするように、本発明は添付図面を参照することにより理解を深め
ることができる。それら添付図面における構成要素は必ずしも互いの相対的大きさの比率
を反映するものではないが、本発明の本質を明確に示すことに重きを置くものである。
【００１２】
　請求項に規定されているような本発明は、添付図面を参照することにより更に理解を進
めることができる。図面における構成要素は、必ずしも、互いに大きさが相対するもので
はなく、それに代えて、本発明の本質を明快に示すために強調表示している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、詳述する本発明は、超音波システムにおいてボリュームカーソルを表示すること
及びボリュームレンダリング超音波画像における対象ボリュームを表示することが所望さ
れるあらゆる超音波画像形成システムに適用可能である。本発明はまた、ボリュームレン
ダリング超音波画像において選択されたサブボリュームを指し示すボリュームカーソルを
用いることが所望されるあらゆる超音波画像形成システムに適用可能である。
【００１４】
　更に、以下の説明の一部においては、媒体、関連する処理装置及び可能なネットワーク
又はネットワーク化されたデバイスにおけるデータビットのルーチン及び記号表示につい
て紹介する。これらの説明及び表示は、当業者にそれらの機能の本質を効果的に伝えるた
めに、当業者により用いられているものである。ソフトウェアにおいて具現化されている
ルーチンは、ここでは、そして一般には、所望の結果に導く段階及び作用の一貫したシー
ケンスであることが意図されている。従って、用語“ルーチン”は、一般に、メモリに記
憶され且つ処理装置により実行される一連の操作を呼ぶために用いられる。処理装置は超
音波画像形成システムの中央処理装置とすることができ、又は超音波画像形成システムの
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第２処理装置とすることができる。用語“ルーチン”はまた、“プログラム”、“目的”
、“機能”、“サブルーチン”及び“手順”のような用語を包含する。
【００１５】
　一般に、ルーチンにおける一連の段階は、物理量の物理的操作を必要とする。通常、必
ずしもではないが、これらの物理量は、記憶、移動、結合、比較又は他の操作がなされる
ことが可能である電気又は磁気信号の形式をとる。当業者は、これらの信号を、“ビット
”、“値”、“素子”、“文字”、“画像”、“数字”等と呼んでいる。これらの用語又
は類似した用語は、適切な物理的量に関連付けられるべきであり、これらの量に適用され
る単なる好都合なラベルとすることを理解する必要がある。
【００１６】
　本発明の適用においては、ルーチン、ソフトウェア及びオペレーションは人間であるオ
ペレータに関連して実行される機械操作である。一般に、本発明は、方法の段階、ソフト
ウェア、及び他の所望される物理的信号を生成するために電気信号又は他の物理的信号を
記憶して実行するようにコンピュータ読み取り可能媒体を含む関連するハードウェアに関
係している。
【００１７】
　本発明の装置は、好適には、超音波画像形成を目的として構成される。しかしながら、
一般目的のコンピュータは、本発明或いはコンピュータに記憶されたルーチンにより選択
的にアクティブにされ又は再構成され超音波画像形成装置に結合された他のネットワーク
化されたデバイスの方法を実行することができる。ここで提供する手順は、何れかの特定
の超音波画像形成システム、コンピュータ又は装置に本質的に関係していない。特に、種
々の機械が本発明の教示に従ったルーチンにより用いられることが可能であり、又は本発
明の方法の段階を実行するために更に特殊な装置を構成することは更に好都合であること
が証明されることが可能である。特定の環境下で、ハードウェアの一部が特定の性質をも
つことが所望されるときのそれらの性質については以下で更に十分説明することとする。
【００１８】
　以下で説明するソフトウェアルーチンについて、以下で説明するルーチンを実行するた
めに指令のセットを作るための種々のプラットフォーム及び言語が存在することを、当業
者は理解するであろう。当業者はまた、適切なプラットフォーム及び言語の選択は、構成
された実際のシステムの仕様により、しばしば影響を受け、それ故、１つのタイプのシス
テムのために機能することが可能であるものが、他のシステムにおいては効果が現れない
こともあり得ることを理解するであろう。
【００１９】
　図３は、超音波プローブが走査スライスを生成し、ボリュームを問い合わせるために操
作スライスを用いる１つの方法を模式的に示している。超音波データは、代表的には、各
々のフレームがプローブ１００の面から放射される超音波ビームの１つ又はそれ以上の掃
引を表すフレームにおいて得られる。プローブ１００は超音波素子の二次元アレイを含み
、それらの１つを例として参照番号１０３を用いて示している。そのような掃引は、代表
的には、１つの走査平面に沿った個々の非常に多くの走査線を生成することにより、生成
される。１つの走査平面の例、即ち“スライス”は参照番号１０２を用いて表され、その
走査平面は個々の走査線１０８－１乃至１０８－ｎから構成される。また、例としての走
査線１０４及び１０６が示されている。この場合、各々のスライスはセクターの形をして
おり、各々の走査線の“原点”１０１はプローブ１００の物理的面の表面の中心に位置さ
れる。
【００２０】
　走査線は、代表的には、ラスター走査スライスのセットを生成するために走査掃引の間
に、二次元の状態で操作され、それらの例として、スライス１０２、１０４及び１０６が
示され、各々のスライスは視野の二次元“セクター領域”を問い合わせる。事実上、各々
のスライス１０２、１０４及び１０６は、隣接する掃引から仰角方向に変位された各々の
掃引をもつ、従来の二次元掃引を表している。台形又は平行四辺形の形状がセクターの代
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わりの各々のスライスについて生成されることを、当業者は認識するであろう。更に、仰
角方向に僅かに変位された数多くのそのようなスライスは、ボリュームを問い合わせるた
めに用いられることが可能である。
【００２１】
　セクタスライスからデータをアセンブルすることにより、走査ボリュームと称されるデ
ータの三次元のセットが生成され、ボリュームレンダリング画像としてユーザに対して表
示される。全ての線は同一ポイントを源としているため、レンダリングされた３Ｄボリュ
ームはピラミッド又は円錐状に現れ、そのボリュームの頂点はトランスデューサプローブ
面における走査原点であり、それは患者の皮膚表面に位置付けられている。
【００２２】
　超音波画像形成システムは、少なくとも二次元において複数のスライスを生成すること
によりこのボリューム走査を生成する。これら複数のスライスは、スライスにより占有さ
れるボリュームのためにデータを生成する。三次元画像を生成するために、このボリュー
ムのデータは、次いで、三次元のアピアランスをもつ二次元表面（ＣＲＴタイプの表示装
置の表面のような）における表示のための画像を生成するために超音波画像形成システム
により処理される。そのような処理は、代表的にはレンダリングと称され、この例におい
ては、上述のボリュームレンダリング画像をレンダリングする。
【００２３】
　図４は、図３の超音波スライスの１つについてのグラフィカルな表示である。スライス
１０２は、トランスデューサプローブ１００の原点１０１から発する走査線１０８－１乃
至１０８－ｎを含む。
【００２４】
　図５は、本発明の異なる実施形態を実行するために用いられることができる超音波画像
形成システム３００を示すブロック図である。図５に示されるように、超音波画像形成シ
ステム３００及び以下で説明するその操作は、一般的なそのようなシステムを表すことを
意図したものであり、何れかの特定のシステムが図５に示されたブロック図から著しく異
なることもあり得る。超音波画像形成システム３００は、プローブ３５０に対する送信受
信（Ｔ／Ｒ）スイッチ３１２により結合された送信ビームフォーマ３１０を含む。プロー
ブ３５０は何れかのトランスデューサプローブとすることが可能である一方、マトリクス
トランスデューサプローブは三次元画像を得るためには好適であり、簡単化のために以下
で説明する。マトリクスプローブ３５０は、二次元に配列された複数のトランスデューサ
素子を有するマトリクストランスデューサアレイを含む。このシステム３００は、超音波
エネルギーが放射されるポイントとして、マトリクスプローブ３５０における何れかのポ
イントをランダムに選択することができる。マトリクスプローブ３５０は密なサンプリン
グアレイと言われ、また疎なサンプリングアレイ構成が可能である。上述のように、密な
サンプリングアレイは、各々の素子は個別にアドレス可能であるアレイの１つである。密
なサンプリングアレイ又は疎なサンプリングアレイ構成は、以下で説明する本発明の種々
の実施形態から恩恵を得ることが可能である。
【００２５】
　Ｔ／Ｒスイッチ３１２は、代表的には、各々のトランスデューサ素子のために１つのス
イッチング素子を含む。又は、マトリクスプローブ３５０は、Ｔ／Ｒスイッチ３１２とマ
トリクスプローブ３５０との間のリード線の数を減少させるためであって、それにより、
必要とされるスイッチの数を減少させるために、多重化回路等を有することが可能である
。送信ビームフォーマ３１０は、パルスジェネレータ３１６からパルス化シーケンスを受
信する。送信ビームフォーマ３１０によりエネルギーを与えられたマトリクスプローブ３
５０は、超音波エネルギーを患者の体における対象領域に送信し、患者の体内の種々の構
造又は臓器から、一般にエコーと呼ばれる反射超音波エネルギーを受信する。当該分野で
は周知であるように、送信ビームフォーマ３１０により各々のトランスデューサ素子に適
用される波形を適切に遅延することにより、収束超音波ビームをマトリクスプローブ３５
０から送信することが可能である。
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【００２６】
　また、マトリクスプローブ３５０は、Ｔ／Ｒスイッチ３１２を介して受信ビームフォー
マ３１８に結合される。患者の体内の所定のポイントからの超音波エネルギーは、異なる
時間においてトランスデューサ素子群により受信される。トランスデューサ素子は、受信
された超音波エネルギーを、増幅され、個別に遅延され、そして好適な受信線（“ビーム
”）に沿った受信超音波レベルを表すビームフォーム信号を供給するために受信ビームフ
ォーマ３１８により合計されることが可能であるトランスデューサ信号に変換する。受信
ビームフォーマ３１８は、デジタル値にトランスデューサ信号を変換するためのアナログ
対デジタル変換器を含むデジタルビームフォーマとすることが可能であり、又はアナログ
ビームフォーマとすることが可能である。当業者には周知であるように、トランスデュー
サ信号に適用される遅延は、動的収束に効果をもたらすために超音波エネルギーの受信の
間に変化されることが可能である。このプロセスは、患者の体内の対象領域の画像を生成
するためのデータのフレームを生成するために、複数の走査線について繰り返される。
【００２７】
　マトリクスプローブを用いる既知のシステムは完全なボリュームを走査することに注意
を向けているが、マトリクスプローブ３５０は、セクター走査のような種々の走査パター
ンを提供することが可能であり、走査線はマトリクスプローブ３５０における何れかのポ
イントを原点として表されることが可能であり、異なる角度において、線形走査、曲線走
査及び他の走査パターンを方向付けられる。
【００２８】
　受信ビームフォーム化信号は、次いで、改善画像品質のためにビームフォーム化信号を
処理する信号処理器３２４に適用される。受信ビームフォーマ３１８と信号処理器３２４
は超音波受信器３２６から構成される。本発明の一実施形態においては、以下で説明する
ように、超音波受信器３２６はデータ操作素子３８０を含む。以下でより詳細に説明する
ように、データ操作素子３８０は、データ操作ソフトウェア３７５と共に、システム３０
０のユーザに対してボリュームカーソルを表示するために受信ビームフォーマにより生成
された選択走査データの選択部分を修正するために対処する。ボリュームカーソルは、ユ
ーザに対して表示される画像における対象ボリュームをハイライトするための方法論と考
えることができる。この実施形態に従って、超音波走査データの選択部分（例えば、選択
走査線の選択部分）はボリュームレンダリング画像内の対象ボリュームを生成し且つ表示
するために修正される。対象ボリュームは、ボリュームレンダリング画像におけるボリュ
ームカーソルを考えることができる。ボリュームカーソルは、例えば、ボリュームレンダ
リング画像におけるサブボリュームを識別し且つ選択するために用いられることが可能で
ある。
【００２９】
　他のシステム構成においては、異なるトランスデューサ素子が送信及び受信のために用
いられる。そのような構成において、Ｔ／Ｒスイッチ３１２は必要とされず、送信ビーム
フォーマ３１０及び受信ビームフォーマ３１８は送信トランスデューサ素子及び受信トラ
ンスデューサ素子に直接接続されることが可能である。
【００３０】
　信号処理器３２４の出力は、従来のラスター走査表示フォーマットにセクター走査パタ
ーン信号及び他の走査パターン信号を変換する走査変換器３２８に供給される。走査変換
器３２８の出力は、患者の体内の対象領域の画像を表示する表示ユニット３３０に供給さ
れる。本発明の実施形態に従って、表示画像はハイライトされた対象ボリュームを含み、
またボリュームカーソルと呼ばれる。
【００３１】
　システム制御器３３２はシステムの全体的な制御を提供する。システム制御器３３２は
同期を取り且つ機能を制御し、及び代表的には表示処理器３９０の制御下で機能するマイ
クロプロセッサ、グラフィックスジェネレータ３２６及び制御ルーチン３４２を含む。表
示処理器は、レイキャスティングソフトウェア素子３８５を含む表示メモリ３９５を含む
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。以下に説明するように、本発明の他の実施形態に従って、レイキャスティングソフトウ
ェア素子３８５はボリュームレンダリング画像における対象ボリュームをハイライトする
ために、表示データに関して機能する。
【００３２】
　メモリ３４０は、データ操作ソフトウェア３７５とボリュームカーソルソフトウェア３
７０を含む制御ルーチン３４２を含む。本発明の他の実施形態に従って、ボリュームカー
ソルソフトウェア３７０は表示ユニット３３０において三次元カーソルを映し出す。メモ
リ３４０と表示メモリ３９５は２つの分離したメモリ素子として示されている一方、それ
らは同じメモリの区分された部分とすることが可能であり、又は分散したメモリの分離し
た部分とすることが可能である。図５におけるメモリ素子についての説明は例としての目
的のみのためとする。
【００３３】
　システム制御器３３２はまた、中間値を記憶するためにメモリ３４０を使用し、超音波
画像形成システムの操作を表すシステム変数を含んでいる。図に示していないが、外付け
の記憶装置はデータの永久記憶及び／又は可搬型記憶のために用いられることが可能であ
る。外付け記憶素子として用いることのために適切である装置の例としては、フロッピー
（登録商標）ディスクドライブ、ＣＤ－ＲＯＭドライブ、ビデオテープユニット等が含ま
れる。
【００３４】
　本発明の第１実施形態に従って、ボリュームカーソルソフトウェア３７０は、表示ユニ
ット３３０においてユーザに対して表示されるボリュームレンダリング画像に三次元カー
ソルを映し出す。ワイヤフレーム形状とすることが可能である三次元カーソルは、リアル
タイムの走査中又は予め走査された画像を見ているときのどちらかに、ボリュームレンダ
リング画像におけるサブボリュームを選択するために用いられることが可能である。
【００３５】
　本発明の第２実施形態に従って、対象ボリュームは、データ操作ソフトウェア３７５及
びデータ操作素子３８０によりボリュームレンダリング画像においてハイライトされる。
以下で更に詳細に説明するように、データ操作素子３８０は、データ操作ソフトウェア３
７５と共に、システム３００のユーザへのボリュームレンダリング画像における対象領域
をハイライトするために受信ビームフォーマにより生成された選択操作データの選択部分
を修正するために機能する。走査データの選択部分は、例えば、変化する色において提供
され、それにより、ボリュームレンダリング画像とは異なって現れる対象ボリュームをユ
ーザに提供する。
【００３６】
　本発明の第３実施形態に従って、例キャスティングソフトウェア３８５はボリュームレ
ンダリング画像における対象ボリュームをハイライトするための表示データに関して機能
する。ボリュームレンダリング画像は、多数の“ボクセル”と呼ばれる体積要素から生成
される。レイキャスティングソフトウェア３８５は、表示ユニット３３０において画像の
部分を半透明であるようにみせるボリュームレンダリング画像のために用いられる各々の
ボクセルの不透明度を変化させる。レイキャスティングソフトウェア３８５は、次いで、
当業者に周知である“レイキャスティング”プロセスと呼ばれるものを実行する。対象ボ
リュームにおける各々のボクセルによって積分は架空のレイをもたらす。積分を行うプロ
セスにおいて、好適には、対象ボリュームの外側にあるボクセルより大きい値をもつよう
に、対象ボリュームにあるボクセルはそれぞれ重み付けされる。このプロセスは対象領域
におけるボクセルの不透明性を増加させ、これにより、ボリュームレンダリング画像（不
透明性は減少）における対象ボリューム（不透明性は増加）をハイライトさせる。このよ
うな方法で、対象ボリュームは、ボリュームレンダリング画像における特定の対象ボリュ
ームを識別し且つ選択するために用いられることができる移動可能な三次元“ボリューム
カーソル”として、システムユーザに提供されることが可能である。
【００３７】
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　特に、マウス、キーボード、スタイラスを含み、又は、キー、スライダ、スイッチ、タ
ッチスクリーン、トラックボールのような入力装置、又は超音波画像形成システム３００
のユーザがシステム制御器３３２に所望の超音波画像を伝送することを可能にする他の入
力装置を含むことが可能である、入力素子３３８により、ユーザは、超音波画像形成シス
テム３００にコマンドを通信する。好適な超音波画像がシステム制御器３３２に伝送され
るとき、システム制御器３３２は、制御ルーチン３４２及びグラフィックスジェネレータ
３３６と連携して、入力素子３３８によりシステム制御器３３２に通信される好適な超音
波画像を得るためにマトリクスプローブ３５０により映し出される必要がある適切な走査
線を決定する。システム制御器３３２は、次いで、そのような適切な走査線を生成するた
めにパルスジェネレータ３１６及び送信ビームフォーマ３１０と通信する。
【００３８】
　ボリュームカーソルを動かすために、ユーザインタフェースの素子は、選択されるボリ
ュームレンダリング画像におけるボクセルのセットへの調節が対象ボリューム内にある（
及び、それ故、レイキャスティング積分において異なる重み付けを得る）ことを可能にす
る。ボクセルは三次元空間に存在するため、それらは、好適には、直交座標又は曲座標を
有する。例えば、直交座標Ｘ、Ｙ及びＺを仮定する。対象ボリュームの形状は、ボクセル
のグループにおける座標を決定する。種々の汎用的なアルゴリズムが、選択された形状お
よびサイズに従って、ボクセルのグループの座標を生成する。ユーザの入力要求は、ＶＩ
Ｏ形状又は位置を変化させ、変換、回転、拡大又は対象ボリュームのサイズの縮小等を変
化させる。各々の変化は、前のグループの座標のセットを新しい座標のセットに変換する
ことにより、ボリュームカーソルＳＷ３７０が対象ボクセルグループのボリュームのメン
バーシップを再計算するようにする。最も簡単な例は、例えば、Ｘの寸法の変換である。
スクリーン上の対象ボリュームを変換するために、ＶＯＩグループのすべてのボクセルの
Ｘ座標は増加される。
【００３９】
　他のシステム構成においては、送信と受信のために異なるトランスデューサ素子が用い
られる。そのような構成において、Ｔ／Ｒスイッチ３１２は必要とされず、送信ビームフ
ォーマ３１０と受信ビームフォーマ３１８を送信トランスデューサ素子及び受信トランス
デューサ素子に直接接続することが可能である。
【００４０】
　図６は、本発明の第１実施形態の操作ボリューム５００を示している。走査ボリューム
５００は、ユーザに対して、三次元カーソル５０５が重ね合わされ、又は映し出された“
ボリュームレンダリング画像”５０２を含む。三次元カーソル５０５は、ボリュームレン
ダリング画像において対象ボリューム又は対象サブボリュームを識別するために用いられ
ることが可能である。三次元カーソル５０５は、ボリュームレンダリング画像５０２にお
いて移動可能であり、表示ユニット３３０（図５）におけるライブの三次元レンダリング
の一部として表示されることが可能である。
【００４１】
　図５の入力素子３３８によりユーザから適切な入力を受信することにより三次元カーソ
ル５０５を動かすことが可能である。図６に示す三次元カーソル５０５はワイヤフレーム
レンダリングである。しかしながら、他のレンダリング技術を、ボリュームレンダリング
画像５０２における三次元カーソル５０５を映し出するために用いることが可能である。
【００４２】
　図７は、図５のボリュームカーソルソフトウェア３７０の機能を説明するフローチャー
ト６００である。ブロック６０２において、超音波画像はシステム３００により生成され
、表示ユニット３３０に表示される。ブロック６０２において生成された超音波画像は図
６のボリュームレンダリング画像５０２に対応する。
【００４３】
　ブロック６０４において、ボリュームカーソルソフトウェア３７０は図６の三次元カー
ソル５０５を生成する。ブロック６０６において、三次元カーソル５０５は、ボリューム
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レンダリング画像５０２（図６）と共に表示ユニット３３０にユーザ向けに表示される。
【００４４】
　図８は、本発明の第２実施形態を示す走査ボリューム７００を示す図である。走査ボリ
ューム７００はボリュームレンダリング画像７０２を含む。ボリュームレンダリング画像
７０２における対象ボリュームは、例えば、ハイライト領域７０５を用いて示される。対
象ボリュームの正確な視野をシステム３００のユーザに提供するために有用であるが、用
語であるカーソルは画像に重ね合わされた属性であるため、ハイライト領域は“カーソル
”とは言えない。以下で説明するように、ハイライト領域７０５は、ユーザに対してその
対象領域をハイライトするために操作される。換言すれば、ハイライト領域７０５は対象
ボリュームにおける超音波データから生成される。ハイライト領域７０５は、図５のデー
タ操作ソフトウェア３７５とデータ操作素子３８０により超音波走査データから生成され
る。本発明のこの実施形態に従って、受信ビームフォーマ３１８の出力における走査デー
タは修正される。例えば、走査ラインデータの選択部分は、例えば、走査データのそれら
部分の微分カラー又は微分強度を用いてハイライトされる。又は、走査データの選択部分
の音響利得は、対象ボリュームをハイライトするために走査データのそれら部分を微分す
るために変えられることが可能である。その利得を変えることにより強度が増加し、それ
故、利得と強度は密接に関係している。例えば、捜査変換器３２８での処理におけるカラ
ー化のためのマーカとして音響データビットを伴う“タグアロング（ｔａｇ－ａｌｏｎｇ
）”ビットと呼ばれるものを用いることにより、色情報を対象ボリュームに適用すること
が可能である。また、音響データに対する他のタイプの修正も可能である。例えば、信号
処理器３２４においてフィルタリングすることにより、又は最小ボリュームに収まる送信
走査線を選択的に構成することにより、音響データを修正することが可能である。
【００４５】
　ハイライト領域７０５はこの対象ボリュームを示している。換言すれば、ボリュームカ
ーソルは、実際には、“カーソル”ではないが、対象ボリュームにおいてハイライトされ
た修正音響走査データの選択された部分であり、それ故、走査データの修正部分はハイラ
イト領域７０５を生成する。
【００４６】
　本発明のこの実施形態において、データの選択部分（即ち、選択走査線）、及び、更に
は、それら走査線の選択部分は、操作データのそれら選択部分をハイライトするために、
データ操作素子３８０及びデータ操作ソフトウェア３７５により修正される。走査データ
の選択部分は、次いで、ハイライト領域７０５としてユーザに対して表示される。本質的
には、ハイライト領域７０５は、ハイライトするためにボリュームレンダリング画像７０
２において移動されること及びボリュームレンダリング画像７０２における選択ボリュー
ム（又は、サブボリューム）を識別することができる三次元対象ボリュームとして、ユー
ザに対して提供される。これは、ハイライト領域７０５の外側にあるレンダリングボリュ
ーム７０２の領域よりハイライト領域７０５内においてより明るい走査線７１５ａ，７１
５ｂ，７１５ｃ及び７１５ｄの一部により示されている。
【００４７】
　例えば、放射方向に対象ボリュームを分離するために、システム制御器３３２は、対象
ボリュームにおける各々の走査線に沿ったウィンドウにおける利得を変化させる。そのウ
ィンドウのはじめのサンプルと終わりのサンプルは、最小ボリュームの上端と下端を確定
する。横方向および縦方向において対象ボリュームを分離するために、システム制御器３
３２は、上述のように、ウィンドウ化することによりあらゆるりとっく変化のために対象
ボリュームを通る走査線のみを選択する。
【００４８】
　走査データは、そのデータがレンダリングプロセス（即ち、超音波走査データの選択部
分）に達する前に、対象ボリュームを生成するために修正される。この実施形態において
は、カーソルの形状を直行座標から、代表的には極性をもち、球状の音響走査線の座標に
、変換する必要はない。また、ハイライト領域をレンダリングに合わせる必要もなく、又
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はクリッピング或いはシェーディングのために補償する必要もない。本質的には、レンダ
リングプロセスは、ボリュームレンダリング画像７０２におけるデータに対して行うのと
同様に、ハイライト領域７０５により示される対象ボリュームを処理し、遠近法、バック
グラウンドのグレー表示等の効果を含んでいる。結果として、ハイライト領域において対
象ボリュームの好適な表示が得られ、同じ三次元表示において、ハイライト領域７０５に
より対象ボリュームにおいて示される構造と、同じ位置及びライティングの関係を有する
境界の外側にある構造が現される。
【００４９】
　図９は、図５のデータ操作ソフトウェアの機能について示すフローチャート８００であ
る。ブロック８０２においては、超音波データが生成され、図８のボリュームレンダリン
グ画像７０２が生成される。ブロック８０４においては、図５のデータ操作ソフトウェア
３７５とデータ操作素子３８０が、修正するために受信ビームフォーマ３１８の出力にお
いて超音波データの位置を選択する。入力素子３８は、対象ボリューム、即ちハイライト
領域７０５の形状のサイズと位置と、及びその形状そのもの（錘台、立方体、球等）にお
ける制御をシステム３００のユーザに対して可能にする。更に具体的には、入力素子３８
に関連する制御は、形状の変換、回転及び拡大に対する変化を指示し、それらの変化は、
対象ボリュームのための走査線のセットと選択された走査線のウィンドウにおける強調化
音響サンプルの領域とに変換される。
【００５０】
　ブロック８０６において、データ操作ソフトウェア３７５及びデータ操作素子３８０は
、ボリュームレンダリング画像における対象ボリュームをハイライトするために超音波デ
ータの選択位置を修正する。ブロック８０８において、データ操作素子３８０の出力にお
ける超音波データ及び受信ビームフォーマ３１８の出力における超音波データが信号処理
器３２４、走査変換器３２８により処理され、表示ユニット３３０において表示される。
ブロック８１２において、対象ボリューム（即ち、図８のハイライト領域７０５）は、表
示ユニット３３０において超音波画像と共に表示される。
【００５１】
　図１０は、本発明の第３実施形態の走査ボリューム９００を示す図である。操作ボリュ
ーム９００は、ハイライト領域９０５を用いて特徴付けられた対象領域がユーザに提供さ
れるボリュームレンダリング画像９０２を含む。しかしながら、本発明のこの実施形態に
おいては、対象領域は、多数の“ボクセル（ｖｏｘｅｌ）”と呼ばれるボリューム要素か
ら構成されるが、それらの例の１つが参照番号９０３を用いて示されている。ハイライト
領域９０５により示された対象ボリュームは複数のボクセル９０３から構成されている。
【００５２】
　本発明のこの実施形態においては、（複数のボクセル９０３から構成される）全体的な
ボリュームレンダリング画像９０２は、図５のレイキャスティングソフトウェア３８０に
より操作され、それ故、ボリュームレンダリング画像９０２における全てのデータは変更
される。ボリュームレンダリング画像９０２における各々のボクセル９０３の不透明度は
、表示ユニット３３０において表示されるときに、ボリュームレンダリング画像が半透明
になるように、変更される。ハイライト領域９０５により示される対象ボリュームを表示
するために、対象ボリュームの各々のボクセルにおいてレイキャスティング操作が実行さ
れる。
【００５３】
　レイキャスティング操作は、対象ボリューム（ハイライト領域９０５）における各々の
ボクセル９０３により架空のレイに沿って積分され、不透明度が増加した画像を生成する
。ハイライト領域９０５における各々のボクセルの不透明度は増加され、それ故、ボリュ
ームレンダリング画像９０２であるがハイライト領域９０５（対象ボリューム）の外側に
存在する低い不透明度のボクセルに対してハイライトされる。これにより、ハイライト領
域９０５は、ボリュームレンダリング画像９０２における周囲のボクセルに比較してより
不透明度が大きくなる。従って、対象ボリュームとハイライト領域９０５は、ボリューム
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レンダリング画像９０２における非ハイライトデータに対して目立つこととなる。これに
より、表示ユニット３３０を見ているユーザは、ボリュームレンダリング画像９０２にお
ける対象ボリュームを容易に認識、操作、識別及び選択することができる。
【００５４】
　図１１は、図５のレイキャスティングソフトウェア３８０の操作を示すフローチャート
１０００である。ブロック１００２において、図１０のボリュームレンダリング画像９０
２を形成する超音波データが生成される。ブロック１００４において、ボリュームレンダ
リング画像９０２における半透明の画像を生成するために、レイキャスティングソフトウ
ェア３８０により、ボリュームレンダリング画像９０２における全てのボクセルが処理さ
れる。
【００５５】
　ブロック１００６において、ハイライト領域９０５における選択ボクセルの不透明度は
増加される。ブロック１００８において、ハイライト領域９０５により表される対象ボリ
ュームは、ボリュームレンダリング画像９０２において含まれる超音波画像と共に、ユー
ザに対して、表示される。
【００５６】
　上述の本発明の実施形態においては、ボリュームをハイライトされた対象ボリュームと
表現している。しかしながら、その本発明の説明は、そのように限定されるべきものでは
ない。確かに、上述の技術は、対象ボリュームの、境界面におけるボクセルのみ又は走査
線のみ、或いは境界の角のみをハイライトするために用いられることができる。そのよう
な場合、対象ボリュームは、“ワイヤフレーム”画像として表示されることが可能である
が、上述のように超音波走査を操作することにより生成されることができる。
【００５７】
　本発明の実施形態は、２つのレンダリング、１つのカーソル及び他の画像との結合を試
みることから生じるレンダリングの問題を解決する必要がなく、三次元画像へのハイライ
ト領域のスムーズな積分を可能にする。このように、超音波画像というより異なるハード
ウェアの色平面において対象ボリュームが表示されるときに特に、クリッピング及びアー
ビトレーションの影響を最小化できる。
【００５８】
　本発明の原則から本質的に逸脱することなく、上述のように、本発明については数多く
の修正及び変形を実行することが可能であると、当業者ははっきりと理解するであろう。
例えば、本発明は、あらゆる超音波画像形成システムを用いて実行することができる。更
に、本発明は、種々の超音波画像形成システム及び構成要素に適用可能である。そのよう
な全ての修正及び変形が以上のように含まれることを意図している。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】先行技術の超音波画像におけるカーソルを示す図である。
【図２】他の先行技術の超音波画像におけるカーソルを示す図である。
【図３】ボリュームを問い合わせるために超音波プローブが走査スライスを生成し走査ス
ライスを用いる方法を模式的に示す図である。
【図４】図３の超音波スライスの１つを示す図である。
【図５】本発明の実施形態に従った超音波画像形成システムを示すブロック図である。
【図６】本発明の第１実施形態の走査ボリュームを示す図である。
【図７】図５のボリュームカーソルソフトウェアの操作について示すフローチャートであ
る。
【図８】本発明の第２実施形態の走査ボリュームを示す図である。
【図９】図５のデータ操作ソフトウェアの操作について示すフローチャートである。
【図１０】本発明の第３実施形態の走査ボリュームを示す図である。
【図１１】図５のＭＩＰソフトウェアの操作について示すフローチャートである。
【符号の説明】
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【００６０】
２　　　　画像
４　　　　走査平面
６　　　　走査平面
１２　　　レンダリング画像
１４　　　二次元カーソル
１００　　プローブ
１０１　　原点
１０２　　スライス
１０３　　二次元アレイ
１０４　　スライス
１０６　　スライス
１０８　　走査線
３００　　超音波画像形成システム
３１０　　送信ビームフォーマ
３１２　　送信／受信スイッチ
３１６　　パルスジェネレータ
３１８　　受信ビームフォーマ
３２４　　信号処理器
３２６　　超音波受信器
３２８　　走査変換器
３３０　　表示ユニット
３３２　　システム制御器
３３６　　グラフィックジェネレータ
３３８　　入力素子
３４０　　メモリ
３４２　　制御ルーチン
３５０　　プローブ
３７０　　ボリュームカーソルソフトウェア
３７５　　データ操作ソフトウェア
３８０　　データ操作素子
３８５　　レイキャスティングソフトウェア
３９０　　表示処理器
３９５　　表示メモリ
５００　　走査ボリューム
５０２　　ボリュームレンダリング画像
５０５　　三次元カーソル７００　　走査ボリューム
７０２　　ボリュームレンダリング画像
７０５　　ハイライト領域
７１５　　走査線
９００　　走査ボリューム
９０２　　ボリュームレンダリング画像
９０３　　ボクセル
９０５　　ハイライト領域



(16) JP 2010-158538 A 2010.7.22

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(17) JP 2010-158538 A 2010.7.22

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】



(18) JP 2010-158538 A 2010.7.22

【図１１】



(19) JP 2010-158538 A 2010.7.22

10

フロントページの続き

(72)発明者  マッキー　ディー　ポーランド
            アメリカ合衆国，マサチューセッツ州　０１８１０，アンドーヴァー，ウルコット・アヴェニュー
            　２２
(72)発明者  イヴァン　エス　サルゴ
            アメリカ合衆国，マサチューセッツ州　０１８１０，アンドーヴァー，ブルックサイド・ドライヴ
            　５００
Ｆターム(参考) 4C601 BB03  BB06  BB23  GB06  JC26  KK22  KK31  LL38 
　　　　 　　  5B057 AA07  BA05  BA11  CA08  CA12  CA16  CB08  CB13  CB16  CC01 
　　　　 　　        CC03  CD14  CH08  DA08  DA16  DB03  DB09  DC22  DC36 
　　　　 　　  5B080 AA17  FA02  FA17  GA06 



专利名称(译) 用于识别体绘制超声图像中的目标体积的系统和方法

公开(公告)号 JP2010158538A 公开(公告)日 2010-07-22

申请号 JP2010043801 申请日 2010-03-01

[标]申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子股份有限公司

申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子股份有限公司的Vie

[标]发明人 マッキーディーポーランド
イヴァンエスサルゴ

发明人 マッキー ディー ポーランド
イヴァン エス サルゴ

IPC分类号 A61B8/00 G06T1/00 G06T15/00 G01S7/52 G01S15/89 G06T15/08

CPC分类号 G06T15/08 G01S7/52073 G01S15/8993 G06T2210/62 Y10S128/916

FI分类号 A61B8/00 G06T1/00.290.D G06T15/00.200 G06T15/08 G06T7/00.612

F-TERM分类号 4C601/BB03 4C601/BB06 4C601/BB23 4C601/GB06 4C601/JC26 4C601/KK22 4C601/KK31 4C601
/LL38 5B057/AA07 5B057/BA05 5B057/BA11 5B057/CA08 5B057/CA12 5B057/CA16 5B057/CB08 
5B057/CB13 5B057/CB16 5B057/CC01 5B057/CC03 5B057/CD14 5B057/CH08 5B057/DA08 5B057
/DA16 5B057/DB03 5B057/DB09 5B057/DC22 5B057/DC36 5B080/AA17 5B080/FA02 5B080/FA17 
5B080/GA06 5L096/AA09 5L096/BA06 5L096/BA13 5L096/CA18 5L096/CA22 5L096/CA24

代理人(译) 伊藤忠彦

优先权 10/293988 2002-11-12 US

外部链接 Espacenet

摘要(译)

公开了一种用于在体绘制图像中识别和选择目标体的系统和方法。 在一
个实施例中，本发明收集声学数据，从所收集的声学数据生成三维
（3D）超声图像，将超声图像呈现在显示器中，以及 修改所选部分，并
在渲染的超声图像中以高亮区域的形式显示修改后的声学数据，高亮区
域定义了包含的体积。 [选择图]图5

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/3f7c6ca5-d900-4fe5-b1fd-a5b15c6031ad
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/031188150/publication/JP2010158538A?q=JP2010158538A

